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①医療（周産期医療、小児医療）
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○ 都道府県が、国の定める基本方針に即し、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定するもの。

○ 医療資源の地域的偏在の是正と医療施設の連携を推進するため、昭和60年の医療法改正により導入され、都道府県の二次医療圏ごとの病床数
の設定、病院の整備目標、医療従事者の確保等を記載。平成18年の医療法改正により、疾病・事業ごとの医療連携体制について記載されることと
なり、平成26年の医療法改正により「地域医療構想」が記載されることとなった。

医療計画制度について医療計画について

・ 2025年の、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の４機能ご
との医療需要と将来の病床数の必要量、在宅医療等の医療需
要を推計。

○ 地域医療構想

主な記載事項

※ ５疾病･･･５つの疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管
疾患、糖尿病、精神疾患）。

５事業･･･５つの事業（救急医療、災害時における医療、
へき地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急
医療を含む。））。

○ ５疾病・５事業（※）及び在宅医療に関する事項

・ 疾病又は事業ごとの医療資源・医療連携等に関する現状を
把握し、課題の抽出、数値目標の設定、医療連携体制の構築
のための具体的な施策等の策定を行い、その進捗状況等を
評価し、見直しを行う（PDCAサイクルの推進）。

○ 医療従事者の確保

・ 地域医療支援センターにおいて実施する事業等による医
師、

看護師等の確保。

○ 医療の安全の確保

○ 基準病床数の算定

○ 医療圏の設定

・ 国の指針において、一定の人口規模及び一定の患者
流入・流出割合に基づく、二次医療圏の設定の考え方を
明示し、見直しを促進。

・ 病院の病床及び診療所の病床の整備を図るべき地域的
単位として区分。

計画期間 ６年間 （現行計画の期間：2018年度～2023年度）
β在宅医療に係る部分については、中間年で見直すこととしている。
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分
娩
の
リ
ス
ク

○ 周産期に係る比較的高度な医療行為

○ ２４時間体制での周産期救急医療 300箇所

地域周産期母子医療センター

母体・新生児搬送

○ 正常分娩を含めた低リスク妊娠、分娩および正常新生児への対応

（助産所は正常な経過の妊娠、分娩および新生児のみ対応）

○ 妊婦健診を含めた分娩前後の診療

○ 他医療機関との連携によるリスクの低い帝王切開術の対応

主に低リスク分娩を扱う医療機関 （一般病院、診療所、助産所）

○ リスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療

○ 周産期医療システムの中核としての地域の周産期医療施設との連携

○ 周産期医療情報センター 109箇所

総合周産期母子医療センター

時間の流れ

○ 周産期医療施設を退
院した障害児等が療
養・療育できる体制の
提供

○ 在宅で療養・療育し
ている児の家族に対
する支援

療養・療育支援

■■療育センター

母体・新生児搬送
オープンシステム等による連携

※総合周産期母子医療センター
原則として３次医療圏に１か所整備

※地域周産期母子医療センター
総合周産期母子医療センター１か所に対し
数か所整備

31 4 1
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○ 地域に必要な一般小児医療の実施

○ 生活の場（施設を含む）での療養・療育が必要な小児に対する支援

□□小児科医院，△△病院小児科

療養・療育を要する
小児の退院支援

緊
急
手
術
等
を

要
す
る
場
合
の
連
携

─ ╣

【高度小児専門医療、小児救命救急医療】

○ 小児地域医療センターでは対応が困難な高
度な専門入院医療の実施

○ 小児の救命救急医療の24時間体制での実施

小児中核病院（三次）

○ 初期小児救急の実施

○○小児初期救急センター

初期小児救急（一次）

参画

【小児専門医療、入院小児救急、新生児医療】

○ 一般小児医療を行う機関では対応が困難な小児専門医療の実施
○ 入院を要する小児救急医療の24時間体制での実施

小児地域医療センター（二次）

【行政機関】
○ 子ども医療電話相談

事業（＃8000事業）

相談支援

療養・療育を要する
小児の退院支援

常時の監視等
を要する患者

高度専門的な医療
等を要する患者

重
篤
な
小
児
患
者
の
紹
介

小児医療の体制

○ 地理的に孤立した地域に不可欠で、他地域の小児科と統廃合が不適当である小児科
○ 軽症用入院病床を設置し、一次から二次医療を担う

○ 生活の場（施設を含む）での療養・療育が必要な小児に対する支援

小児地域支援病院（一次～二次）

△△病院小児科

参画
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②母子保健
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○健康診査

○保健師等
の訪問事業

（市町村）

乳児家庭全戸訪問
（こんにちは赤ちゃん）

ếỪ ї ˎЃ

養育支援訪問 （要支援家庭への支援）

妊娠・出産・
子育てに
関する

相談窓口 保健センター、 地域子育て支援拠点

女性健康支援センター、不妊専門相談センター、保健所、福祉事務所、児童相談所

市町村

都道府
県等

１
歳
６
ヶ
月
健
診

３
歳
児
健
診

妊
娠
の
届
け
出
・

母
子
健
康
手
帳
の
交
付

新
生
児
訪
問

妊婦訪問

母親学級・両親学級

妊婦健診

℗Ѓ

妊娠・出産等に係る支援体制の概要

子育て世代包括支援センター

産
婦
健
診

産前・産後サポート事業、産後ケア事業
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年次 名称 内容

昭和17年～ 妊産婦手帳 出産の状況、妊産婦・出産児の健康状態等

昭和23年～ 母子手帳 乳幼児期までの健康状態の記録欄等の追加

昭和41年～ 母子健康手帳 医学的記録欄がより詳細に
保護者の記録欄等の追加（育児日誌的性格も付加）

平成4年～ 母子健康手帳 交付主体が都道府県又は保健所を設置する市から市町村へ
手帳の後半部分を任意記載事項に

沿 革

母子健康手帳について

構 成 と 内 容
① 必須記載事項（省令事項）：妊産婦・乳幼児の健康診査、保健指導に関する記録等

必ず記載しなければならない全国一律の内容。厚生労働省令で様式を規定している。
ex. 妊娠中の経過、乳幼児期の健康診査の記録、予防接種の記録、乳幼児身体発育曲線

② 任意記載事項（通知事項）：妊産婦の健康管理、乳幼児の養育に当たり必要な情報等
自治体の任意で記載する内容。厚生労働省令で記載項目のみを定め、通知で様式を示している。

自治体独自の制度等に関する記載も可能。
ex. 日常生活上の注意、育児上の注意、妊産婦・乳幼児の栄養の摂取方法、予防接種に関する情報

概 要
○ 市町村が、妊娠の届出をした者に対して交付（母子保健法第16条第1項）。

○ 妊娠、出産及び育児に関する一貫した健康記録であるとともに、乳幼児の保護者に対する育児に関する
指導書である。

Ħ₳ ₴ˎ℗Ѓ ̱ Ʋ ₴ǵ ̝ Ẁӓ֗Ǻ ἧͪβǵẀӓ ș ȅǏƲƼ ἧβ∆ ₓǲ ǠȒ ̝ƽș σǞƲ₳ ₴
ǲḸף ș֝ȑȅǯȈƲǤǵḸף ș ȅǏⱳ ˗ ̉ ֗Ǻ̑ ˗ ǵ ╛ ș ǪǦƳ Ł₳ ₴ ǒȐֺ⁸
ǲǑǋǭ ╛ș˧̂ 9



保健所 児童相談所 子育て支援機関

医療機関（産科医、小児科医等）

①妊産婦等の支援に必要な実情の把握 ②妊娠・出産・育児に関する相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導

③支援プランの策定 ④保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整

β医師、歯科医師、栄養士・管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、心理職などの専門職の配置・連携も想定される。

妊産婦等を支える地域の包括支援体制の構築

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援

障害児支援機関

妊娠前 妊娠期 出産 産後 育児

妊婦健診

乳児家庭全戸訪問事
業

子育て支援策
・保育所・認定こども園等
・地域子育て支援拠点事業
・里親 ・乳児院
・養子縁組
・その他子育て支援策

両親学級等

妊娠に関する
普及啓発

不妊相談

乳幼児健診

予防接種

産前・産後サポート事業 産後ケア事業

近隣住民やボランティアなどによるインフォーマルなサービス

養育支援訪問事業

民間機関・関係団体

ソーシャル
ワーカー看護師助産師保健師

産婦健診

ⱳ

母子保健

子育て支援

子育て世代包括支援センターの全国展開
○ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供できることを目的とするもの

○ 保健師等を配置して、妊産婦等からの相談に応じ、健診等の「母子保健サービス」 と地域子育て支援拠点等の 「子育て
支援サービス」 を一体的に提供できるよう、必要な情報提供や関係機関との調整、支援プランの策定などを行う機関

〇 母子保健法を改正し、子育て世代包括支援センターを法定化（2017年４月１日施行）（法律上は「母子健康包括支援センター」）
➢実施市町村数 ： ９８３市区町村（１，７１７か所）2019年４月１日現在 ➢２０２０年度末までに全国展開を目指す。

※各市区町村が実情に応じて必要な箇所数や管轄区域を判断して設置。

産後ケアセンター

市町村保健センター
子育て世代包括支援センター
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妊婦健康診査について

公費負担の現状（平成２８年４月現在）
○ 公費負担回数は、全ての市区町村で１４回以上実施
○ 里帰り先での妊婦健診の公費負担は、全ての市区町村で実施
○ 助産所における公費負担は、１，７３９の市区町村で実施（１，７４１市区町村中）

公費負担の状況
○ 平成１９年度まで、地方交付税措置により５回を基準として公費負担を行っていたが、妊婦の健康管理

の充実と経済的負担の軽減を図るため、必要な回数（１４回程度）の妊婦健診を受けられるよう、平成２０
年度第２次補正予算において妊婦健康診査支援基金を創設して公費負担を拡充。

○ 平成２２年度補正予算、平成２３年度第４次補正予算により、積み増し・延長を行い公費負担を継続。
（実施期限：平成２４年度末まで）

○ 平成２５年度以降は、地方財源を確保し、残りの９回分についても地方財政措置により公費負担を行う
こととした。

妊婦が受診することが望ましい健診回数
β「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」（平成27年３月31日厚生労働省告示第226号）

① 妊娠初期より妊娠２３週（第６月末）まで ：４週間に１回
② 妊娠２４週(第７月)より妊娠３５週（第９月末）まで ：２週間に１回
③ 妊娠３６週（第１０月）以降分娩まで ：１週間に１回

（β これに沿って受診した場合、受診回数は１４回程度である。）

根 拠
○ 母子保健法第１３条（抄）

市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を
受けることを勧奨しなければならない。
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産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図る観点から、産後2週間、産後１か月など出産後間もない時期の産婦に対す
る健康診査（母体の身体的機能の回復や授乳状況及び精神状態の把握等）の重要性が指摘されている。

このため、産婦健康診査の費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子
育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備する。

要 旨

○地域における全ての産婦を対象に、産婦健康診査２回分に係る費用について助成を行う。
（実施主体：市町村、補助率：１／２、 R2要求基準額（案） ：１回当たり５，０００円）（平成29年度は73市町村において実施）
※事業の実施に当たっては以下の３点を要件とする。

（１）産婦健康診査において、母体の身体的機能の回復や授乳状況及び精神状態の把握等を実施すること。
（２）産婦健康診査の結果が健診実施機関から市区町村へ速やかに報告されるよう体制を整備すること。
（３）産婦健康診査の結果、支援が必要と判断される産婦に対して、産後ケア事業を実施すること。

事 業 内 容

ếỪ ї ˎЃ

１
歳
６
か
月
児
健
診

β

地
方
交
付
税
措
置

３
歳
児
健
診

β

地
方
交
付
税
措
置

妊
娠
の
届
出
・

母
子
健
康
手
帳
の
交
付

妊婦健診（１４回）

β地方交付税措置

℗Ѓ

産
婦
健
診

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援

２回分を助成

乳幼児健診（３～４か月
児健診など）
β市町村が必要に応じ実
施（地方交付税措置）

産後ケア事業

β産婦の心身の不調や産後うつ等を防ぐため、母子への心身
のケアや育児サポート等の実施

支援が必要な産婦の把握

産婦健康診査事業について
̉ᴇϷ₴↓˔ ̉ᴇ ₴↓˔

ʠЛ Ł ʠЛ
338,180̏ 486,801̏
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産後ケア事業

○事業内容
退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等きめ細かい支援を実施する。（利用期間は原則７日以内）

原則として①及び②を実施、必要に応じて③から⑤を実施。
①褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導（乳房マッサージを含む）
②褥婦に対する療養上の世話 ④褥婦及び産婦に対する心理的ケアやカウンセリング
③産婦及び乳児に対する保健指導 ⑤育児に関する指導や育児サポート等

○実施方法・実施場所等
(1)「宿泊型」 ・・・ 病院、助産所等の空きベッドの活用等により、宿泊による休養の機会の提供等を実施。
(2)「デイサービス型」 ・・・ 個別・集団で支援を行える施設において、日中、来所した利用者に対し実施。
(3)「アウトリーチ型」 ・・・ 実施担当者が利用者の自宅に赴き実施。

○実施担当者 ⌐ ∂≡助産師、保健師又は看護師等の担当者を配置。
（宿泊型を行う場合には、２４時間体制で１名以上の助産師、保健師又は看護師の配置が条件）

○補助率等 （補助率： 1/2） （ R2基準額（案） ： 人口１０～30万人未満の市の場合 月額2,023,300円）
（利用料については、市町村が利用者の所得等に応じて徴収）
（平成２６年度は、妊娠・出産包括支援モデル事業の一部として事業開始。平成３０年度は６６７市町村において実施）

○家族等から十分な家事及び育児など援助が受けられない褥婦及び産婦並びにその新生児及び乳児であって、次の(1)又
は(2)に該当する者 (1)産後に心身の不調又は育児不安等がある者 (2) その他特に支援が必要と認められる者

ᾍ

˗ ǵ

○市区町村 （本事業の趣旨を理解し、適切な実施ができる団体等に事業の全部又は一部の委託が可能）

ὕ ʺ̱

○退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保する。

˗

β ◔▪ ╩ ℮ ─ ⌐≈™≡│⁸ ⌐⅔™≡

̉ᴇϷ₴↓˔ ̉ᴇ ₴↓˔
ʠЛ Ł ʠЛ
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○妊産婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について、助産師等の専門家又は子育て経験者やシニア世代等の
相談しやすい「話し相手」等による相談支援を行い、家庭や地域での妊産婦等の孤立感を解消を図ることを目的とする。

○事業の内容
①利用者の悩み相談対応やサポート
②産前・産後の心身の不調に関する相談支援
③妊産婦等をサポートする者の募集
④子育て経験者やシニア世代の者等に対して産前・産後サポートに必要な知識を付与する講習会の開催
⑤母子保健関係機関、関係事業との連絡調整
⑥多胎妊産婦への支援（多胎ピアサポート、多胎妊産婦サポーター等による支援
⑦妊産婦等への育児用品等による支援

○実施方法・実施場所等
①「アウトリーチ（パートナー）型」・・・実施担当者が利用者の自宅に赴く等により、個別に相談に対応
②「デイサービス（参加）型」・・・・・・・公共施設等を活用し、集団形式により、同じ悩み等を有する利用者からの相談に対応

○実施担当者 (1)助産師、保健師又は看護師
(2)子育て経験者、シニア世代の者等

（事業内容②の産前・産後の心身の不調に関する相談支援は、(1)に掲げる専門職を担当者とすることが望ましい）

○補助率等 （補助率：1/2） （ R2基準額（案） ： 人口10～30万人未満の市の場合 月額981,700円等）

（平成２６年度より、妊娠・出産包括支援モデル事業の一部として事業開始。平成３０年度は４０３市町村において実施）

○身近に相談できる者がいないなど、支援を受けることが適当と判断される妊産婦及びその家族。

ᾍ

˗

˗ ǵ

○市区町村 （本事業の趣旨を理解し、適切な実施が期待できる団体等に事業の全部又は一部を委託することができる）

ὕ ʺ̱

産前・産後サポート事業 ̉ᴇϷ₴↓˔ ̉ᴇ ₴↓˔
ʠЛ Ł ʠЛ
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ᵂ
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事業目的

ặר β∆ ꜘ ⁫ Ὥ
β∆ ὕ

実施主体

↑ ὑ ⁸ ʴ ⁸ （本事業の趣旨を理解し、適切な実施ができる団体に等に事業の全部又は一部の委託が可能）

対象者

ד ₴ ặר

˗ Кὦ
̝ ֺ ꜘ β∆ Ὑ ὑ σ ⱳꜘ ̝

σ
ặר β∆ ᾛНἧ ⁹ ֗a
ἶ Ѓ ♪ׄ ר ὕ ӣ₉ Ҟ ₉ׄ ʹ ὕ

ὕ ḹ
ͪβ ᾛʴ ἶ ֞ ѫ ḹ
ὕ ►
ặר β∆ ͪβ ד ᾐ ͪβ₉֕ Ҟ ₉

Ҟ Ҟ 1/2 R2Ḩ 57,500Л
˗ ὕ ὕ 49 ⁸

H29 ὕ β∆ Ὑ σᶥ 4,586ᶥ ֞ ├˲ 195,353˲

健康教育事業
̉ᴇϷ₴↓˔ ̉ᴇ ₴↓˔

ʠЛ Ł ʠЛ

事業概要
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○ 対象者

思春期、妊娠、出産、更年期、高齢期等の各ライフステージに応じた相談を希望する者
（不妊相談、予期せぬ妊娠、メンタルヘルスケア、性感染症の対応を含む）

○ 事業内容

（１）身体的、精神的な悩みを有する女性に対する相談指導 （２）相談指導を行う相談員の研修養成
（３）相談体制の向上に関する検討会の設置 （４）妊娠に悩む者に対する専任相談員の配置
（５）（特に妊娠に悩む者）が、女性健康支援センターの所在等を容易に把握することができるよう、その所在地及び連絡先を

記載したリーフレット等を作成し、対象者が訪れやすい店舗等で配布する等広報活動を積極的に実施
（６）特定妊婦等に対する産科受診等支援
（７）若年妊婦等に対するSNSやアウトリーチによる相談支援、緊急一時的な居場所の確保

○ 実施担当者 ・・・ 医師、保健師又は助産師等

○ 実施場所（実施主体：都道府県・指定都市・中核市）

全国８１ヵ所（令和元年７月１日時点） ※自治体単独１３か所
４７都道府県、札幌市、仙台市、さいたま市、 千葉市、横浜市、川崎市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市、八戸市、
盛岡市、福島市、川越市、八王子市、鳥取市、呉市、久留米市、宮崎市

○ 補助率等 補助率： １／２ R2基準額（案）： 154,300円（月額） 加算分：1,564,500円（月額）

○ 相談実績 平成２９年度：６７，１０１件（内訳：電話４０，６６３件、面接２１，５８７件、メール３，７８４件、その他１，０６７件）

○ 相談内容 ・女性の心身に関する相談（２５，４８０件） ・不妊に関する相談（１２，１３８件） ・思春期の健康相談（６，２８３件）

・妊娠・避妊に関する相談（９，０９４件） ・メンタルケア（１３，４１１件） ・婦人科疾患・更年期障害（７５０件） ・性感染症等（７８８件）

？

○事業の目的

思春期から更年期に至る女性を対象とし、各ライフステージに応じた身体的・精神的な悩みに関する相談指導や、相談指
導を行う相談員の研修を実施し、生涯を通じた女性の健康の保持増進を図ることを目的とする。

女性健康支援センター事業

̉ᴇϷ₴˔ ̉ᴇ ₴↓˔
ʠЛ Ł ʠЛ
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Ƥ ҞӴ͔
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ɵẋ ɵ̜ ᾍꜘ 53,000Л
ɵ ὑếỷ ֿ 307,100Л Ǳǰ
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ǍḹֻǶƼặרβ∆ ȹɱȽɶ˗ ƽǲ
ȏȑ Ҟ ( ᵣ 168,500ЛǱǰ)
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(SIDS) ṕ Ḳ Ṗ
ḭ 11 פּ ḭ11 (SIDS) ḭ

SIDS ︣ ︣ ḭ ︡ ךּ ︣Ḯ

Ṯ ṯ
(SIDS) ︣שּ ךּ

ṇ ṇ

SIDSǵ˔ Ƕ ǞǭǋȅǢȚǓƲ̊ʤǵ ǫǵɛȢɱɆșὃȒǚǯǲȏȑƲ

SIDSǵ Ṷ̌ǖǱȒǯǋǍɅɶȽǓǉȑȅǠƳ

Ʀ 1 ǲǱȒȅǮǶƲίǒǢȒ ǶǉǑȇǘǲίǒǢȅǞȎǍ

Ʀ ǮǔȒǧǘ ˎǮ ǭȅǞȎǍ

Ʀ ǦǷǚșȋȈȅǞȎǍ

乳幼児突然死症候群(SIDS)診断ガイドライン（第２版）の周知・普及

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/sids_guideline.html

乳幼児突然死症候群(SIDS)について
SIDS
ḱ ךּ ḭ צּ פּ ךּ ḭ ︣
ḱ 30 60 SIDSצּ שּ ףּ ḭ ︡ 4 ךּ ︣

＜参考＞ ０歳児の就寝時の窒息死に御注意ください！
（消費者庁ホームページ）

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release
/pdf/161024kouhyou_1.pdf
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目的 フェニルケトン尿症等の先天性代謝異常、先天性副腎過形成症及び先天性甲状腺機能低下症は、放置すると知
的障害などの症状を来すので、新生児について血液によるマススクリーニング検査を行い、異常を早期に発見し、
その後の治療・生活指導等に繋げることにより生涯にわたって知的障害などの発生を予防することを目的とする。

実施主体 都道府県及び指定都市

検査機関 各都道府県又は指定都市の地方衛生研究所等の機関又は検査を適切に実施できる機関に委託する。

検査対象者 全ての新生児（出生後28日を経過しない乳児）

沿革等 52 ╩ ≤⇔≡
13 ╩
23 ～ タンデムマス法導入に伴う所要財源を追加

26 ≢♃fi♦ⱶⱴ☻ ╩
29 ─ ⌂ ╩ ╢√╘⁸ ⌂ ╩

実施主体に
よる検査の

実施等

実施主体は、

・異常又は異常の疑いのある事例について、当該新生児の保護者に対し、医療機関を紹介する等、精密検査を受
けるよう勧奨するとともに、診断結果の把握を行う。

・患者台帳を作成する等により、継続的な治療が行われるよう、予後の把握に努める。

・異常又は異常の疑いが認められた場合は、直ちに採血した医療機関等を通じ、専門医療機関の紹介等適切な
措置をとり、中核市等の保健所へ連絡する等、事後指導に万全を期すよう配意する。

・精度管理を実施し、検査機関に対し、必要な指導を行う。
・検査の意義等が妊産婦に十分理解されるよう、周知徹底を図る。

検査対象
疾患名例

■内分泌疾患 （先天性甲状腺機能低下症、先天性副腎過形成症）
■アミノ酸代謝異常症 （フェニルケトン尿症、メープルシロップ尿症（楓糖尿症）、ホモシスチン尿症）
■糖代謝異常症 （ガラクトース血症）
■脂肪代謝異常 （MCAD欠損症、VLCAD欠損症、等）
■有機酸代謝異常（メチルマロン酸血症、プロピオン酸血症、等）

ẹ ұ
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・新生児聴覚検査の受検の有無を把握している市区町村は94.7％（1,649／1,741市区町村）
・受検の有無を把握し、かつ、受検人数を集計している市区町村（1,491市区町村）における、出生児に対する初回検査の実施率

は81.8％（507,047／619,692人）
・初回検査について公費負担を実施している市区町村は、22.6％（394／1,741市区町村）
・要支援児に対する療育が遅滞なく実施されるための指導援助を実施している市区町村は57.8％（1,006／1,741市区町村）

新生児期において、先天性の聴覚障害の発見を目的として実施する聴覚検査。検査方法は、主に自動ABR又はOAEがある。

自動ABR(自動聴性脳幹反応：Automated Auditory Brainstem Response）・・・新生児聴覚検査用の聴性脳幹反応検査。自動判定機能を持たせたもので、
判定基準は35dBに設定され、「pass（パス）」あるいは「refer（リファ－）」で結果が示される。

OAE（耳音響放射：OtoacousticEmissions）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・内耳から外耳道へ放射される微弱な音信号を集音して得られる反応で、内耳有
毛細胞機能を評価する検査。

ῡ ұ

聴覚障害は早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられ
ることから、その早期発見・早期療育を図るために、全ての新生児を対象として新生児聴覚検査を実施することが重要。

・平成１２年度～ 国庫補助事業を開始
・平成１９年度～ 検査費用を一般財源化（検査の実施主体は市町村）
・平成２４年度～ 母子健康手帳の必須記載事項（省令様式）の検査記録に「新生児聴覚検査」を記載し、任意記載事項様式の

「新生児（生後約４週間までの赤ちゃん）」のページに「新生児聴覚検査について」を追加。

・平成２８年３月 新生児聴覚検査に係る通知を改正して検査に係る留意事項を整理し、市区町村における一層の取組を依頼。
・平成２８年１０月 母子健康手帳の必須記載事項（省令様式）の新生児聴覚検査の記録欄について、より詳細な検査結果を記載できる

よう改正

・平成２９年１２月 新生児聴覚検査に係る通知を改正して都道府県において新生児聴覚検査に係る協議会の設置を求めたとともに、
検査の実施状況等の把握のため、受診状況等をとりまとめることとした。

（参考） ○厚生労働科学研究費補助金
・平成１９年３月：「新生児聴覚スクリーニングマニュアル」を作成
・平成２５～２６年度：乳幼児の疾患疫学を踏まえたスクリーニング及び健康診査の効果的実施に関する研究
→耳鼻科領域の分担班で、新生児スクリーニングや乳幼児健診での問題点を検討し、新生児スクリーニング普及率向上への改善策を提示するとともに、１歳未満で実施

可能な質問紙等による新たなスクリーニング方法を検討。
○日本医療研究開発機構研究費

・平成２７～２９年度：乳幼児の疾患疫学を踏まえたスクリーニング等の効果的実施に関する研究
→耳鼻科領域の分担班で、１０ヶ月健診での効果的聴覚スクリーニング法の確立を目指すとともに、新生児聴覚スクリーングの有効性を再検証。

ὕ ₳ 29₴↓
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聴覚障害は早期に発見され適切な支援が行われた場合は、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に
抑えられる。このため、聴覚障害の早期発見・早期療育が図られるよう、新生児聴覚検査に係る協議会の設置や、研
修会の実施、普及啓発等により、都道府県における推進体制を整備する。（平成２９年度創設）

○ 新生児聴覚検査に係る行政機関、医療機関、教育機関、医師会・患者会等の関係機関等による協議会の設置、
研修会の実施や普及啓発等により、都道府県内における新生児聴覚検査の推進体制の整備を図る。
（実施主体：都道府県、 補助率１／２、 R2基準額（案） ：２，３７３千円）

H30年度実施都道府県：34都道府県

事 業 内 容

要 旨

＜都道府県内における新生児聴覚検査の推進体制の確保＞
○ 医療機関や教育機関などの関係機関等による協議会の設置
○ 医療機関従事者等に対する研修会の実施や新生児聴覚検査のパンフレット作成等による普及啓発
○ 県内における事業実施のための手引書の作成 など

都道府県

β新生児聴覚検査･･･新生児期において、先天性の聴覚障害の発見を目的として実施する聴覚検査。

＜新生児聴覚検査の実施＞
○ 新生児聴覚検査に対する公費助成の実施（※地方交付税措置）
○ 新生児訪問等の際に、母子健康手帳を活用し、新生児聴覚検査の実施状況の把握及び要支援児や保護者
に対するフォローアップ など

市町村

支援

新生児聴覚検査の体制整備事業
̉ᴇϷ₴↓˔ ̉ᴇ ₴↓˔

ʠЛ Ł ʠЛ
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○ 市町村は、１歳６か月児及び３歳児に対して、健康診査を行う義務があるが、その他の乳幼児に対しても、
必要に応じ、健康診査を実施し、また、健康診査を受けるよう勧奨しなければならない。

○ 根 拠 （母子保健法）
第１２条 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
１ 満１歳６か月を超え満２歳に達しない幼児
２ 満３歳を超え満４歳に達しない幼児

第１３条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受ける
ことを勧奨しなければならない。

○ 健診内容
① 身体発育状況
② 栄養状態
③ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
④ 皮膚の疾病の有無
⑤ 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
⑥ 四肢運動障害の有無
⑦ 精神発達の状況
⑧ 言語障害の有無
⑨ 予防接種の実施状況
⑩ 育児上問題となる事項
⑪ その他の疾病及び異常の有無

○ 受診人数（受診率） ９７８，８３１人（９６．２％）

β Кὦ Ԍ ҥϐ ̉ ἧͪβ Ѹ
֞ ˲ ֞ Ԍ ҥϐ ᷂Ḣͪβ β∆Ṕ ˗ Ḹף ₳₴↓

○ 健診内容
① 身体発育状況
② 栄養状態
③ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
④ 皮膚の疾病の有無
⑤ 眼の疾病及び異常の有無
⑥ 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無
⑦ 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
⑧ 四肢運動障害の有無
⑨ 精神発達の状況
⑩ 言語障害の有無
⑪ 予防接種の実施状況
⑫ 育児上問題となる事項
⑬ その他の疾病及び異常の有無

○ 受診人数（受診率） ９８４，２３３人（９５．２％）

１歳６か月児健診 ３歳児健診

乳幼児健康診査（１歳６か月児健診・３歳児健診）について

β平成１７年度に一般財源化（地方交付税措置）
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一般病院 一般診療所

都道府県等拠点病院

子どもの心の診療ネットワーク事業

保健所

市町村保健センター

発達障害者支援センター

療育施設

福祉施設

学校等教育機関

司法機関 など

心の問題を持つ子どもと家族

児童相談所

○ 様々な子どもの心の問題、被虐待児や発達障害の症例に対する医学的支援（関係機関への専門家の派遣）
○ 医師、関係専門職の実地研修等、 子どもの心の診療に専門的に携わる医師及び関係専門職の育成
○ 医療機関職員、保健福祉機関職員に対する講習会
○ 子どもの心の診療等に関する普及啓発・情報提供

β平成３０年度の実施都道府県等 １９自治体
岩手県、東京都、石川県、山梨県、
長野県、静岡県、三重県、大阪府、
兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、
香川県、福岡県、佐賀県、熊本県、
大分県、沖縄県、札幌市

「母子保健医療対策総合支援事業」のメニューとして実施

相談

支援

相談

相談

支援

支援

地域の諸機関
地域の医療機関

連
携

連
携

連携

予算額：令和元年度予算 117百万円 実施主体：都道府県・指定都市 補助率：国１／２・都道府県等１／２
令和元年度基準額：1都道府県市1,392千円（月額）

β平成２３年度から実施（平成２０～２２年度はモデル事業として
（子どもの心の診療拠点病院機構推進事業）を実施）
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乳幼児健康診査における発達障害の早期発見・早期支援のための
取組事例に関する調査研究 報告書概要

（平成30年度厚生労働省子ども家庭局母子保健課 乳幼児健診における発達障害の早期発見・早期支援のための取組事例に関する調査研究に係る業務）

健診実施前
（日常的な取組）

・定期的な保育所等への巡回等による子どもの状態の把握
普段の生活の中で、集団で遊ぶ様子等を定期的に観察し、乳幼児健診と合わせて、子どもの状態を把握する。

・地域での見守りを通じた受診勧奨
健診未受診者に対し、家庭訪問や保育所等での悩みの聞き取り等、地域での見守りを行い、健診受診につなげる。

健診

・様々な専門職による問診や観察に基づくアセスメント
様々な専門職による複数名の体制で、問診や遊ぶ様子の観察等を行い、発達障害の疑いを総合的に判断する。

・研修等を通じた職員の専門性の向上
専門家による行動観察等に関する研修を定期的に受講することで、発達障害のアセスメント力の向上に努める。

健診事後支援等

・適切な支援につなげるための細やかな相談
子育て相談や発達相談の場を設け、保護者が子どもの問題を受け入れ適切な支援を受けられるよう、丁寧な説明を行う。

・切れ目ない支援に向けた継続的なフォロー
発達障害が疑われる場合は、次回健診時の状況確認、個別相談への誘い等、様々な機会を通じて継続的にフォローを行う。

体制づくり・
外部との連携

・母子保健主管課と障害福祉主管課との連携
両方の部署が健診や前後の支援に従事することで、情報の共有やその後の各部署での支援がよりスムーズになる。

・医療機関・療育機関等の関係者間でのデータの共有
行政内部・外部で健診や支援に関するデータを共有できる仕組みを整えることで、一貫した支援を行うことができる。

〈調査手法〉

2018年度に収集された「乳幼児健康診査における発達障害が疑われる児童の発見のための取組事例」の分析結果と有識者に
よる検討会を踏まえ、市区町村5か所及び都道府県1か所を選定し、半構造化インタビューを実施。

〈選定過程〉

○ 2018年度に266市区町村より収集された上記取組について、テキストマイニング（※1）による分析を実施。

○ 分析にて抽出されたカテゴリについて、出現頻度や内容の重要性及び「乳幼児健康診査 身体診察マニュアル（国立研究開発法人国立成育医療研究センター、

平成30年3月）」における関連語句を踏まえた有識者による検討を行い、８つのカテゴリを採用。（※2） 。

○ 当該カテゴリの内容が含まれる市区町村5か所及び都道府県1か所の6自治体を選定。

。
（β1）テキストマイニング：テキストデータを、自然言語処理の手法を用いて単語や文節に分割し、出現頻度や関係性等を統計的に解析することにより、有用な情報を抽出するための分析手法。
（β2）採用されたカテゴリ：（スクリーニング）ツールの活用、（個別）相談支援、専門職の関わり、事後の経過観察（親子教室など）、ペアレント・プログラムの実施、外部機関との連携、情報交換（情報共有）、巡回相談の実施

〈各取組のポイント〉

乳幼児健診における発達障害の早期発見・早期支援のための効果的な各取組の事例から、以下のポイントを抽出。
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21
2001 2014 2015 2024

「健やか親子２１」とは

切れ目ない妊産婦・
乳幼児への
保健対策

学童期・思春期から
成人期に向けた

保健対策

子どもの健やかな
成長を見守り育む

地域づくり

育てにくさを感じる
親に寄り添う支援

妊娠期からの
児童虐待防止対策
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③児童福祉、児童虐待
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5,000

10,000

15,000

20,000

23₴↓ 24₴↓ 25₴↓ 26₴↓ 27₴↓ 28₴↓ 29₴↓ 30₴↓

6,834 7,120 7,903 8,380 8,753 9,042 9,232 
10,145 

3,442 4,413 5,293 
6,460 

183

427

452
500 

806 

̵ Ḍ

℗ ᶸḌ

ʝ Ḍ

₴↓ ˧̂ ὑ

Ṯ פּ ṯ

3,738,960 3,904,492 

4,063,223 

4,222,172 

4,867,232 

4,910,865 

4,912,346 5,231,832 

8,865 

29,137 32,755 36,888 

65,922 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

23₴↓ 24₴↓ 25₴↓ 26₴↓ 27₴↓ 28₴↓ 29₴↓ 30₴↓

ʝ Ḍ ̵ Ḍ ₴↓ ˧̂ ὑ

Ṯ ṯ

Ṯ ṯ

ẑ ḭ27,28,29 ￼ךּ ︡

1,304 ẓ Ễ 1,453

Ẇ

ỄḰ Ễ וֹףּ ṕ Ṗ
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◓Ӿοכ ᶨ ʺⱧỘˢТϮЬз˔ʾЂЪ˔ЕʾЈрЌ˔ⱧỘˣψכ◦ ⱪϞ ᶘ χⱪ Ϭ βϥ◓
Ӿο χ Ϟ︠יּ ϬᵓԌρΰοʺⱪ χ ΤϤχכ Ϭ ΪθΜּיρ ᵺכ Ϭ“ΜθΜּיρχ כ῀
ᶨ τḩβϥ ʺ Ϭ“ΞⱧỘʻ

̓︠σם☼ Ὧ
ʾᵓԌ ψ͎͌ ӟ
ʾ כ῀ ᶨ χ◓ςϜχⱧᾮτ Πʺ ᾑϒχᴥ
ʾ◓ςϜχ ΤϤ χ ṍ σӗ ᾁχם☼
ʾⱧᾮ ⱲχדᶪσᵔὨτΰΪθᵓԌḧχ χם☼
ʾ ằᵓԌτ ΰοʺừẍẎ „ ẉόⱧᾮ ♁τḩβϥ„
ρʺ σΨρϜ͑ τ͍ᵕχТ϶к˔ϯАФ„ χם☼

̓ כ῀ ᶨ χ
ʾ Ӿ☼ Ϙπχ Ὕ
ʾ Ӿ☼ χᵫ◐ ʺ ῇ ψᶘ χ ᴿῇʺ᷅ₒ ↕ʺ
Μ χᵰ χ∑χ◓ςϜχ ΤϤ

︠☼ם̓ ◕Ỹ

Ỹ◕☼ם̓ ͏͌ ͔͕͑◕Ỹ
͎͕ ͔͒͏◕Ỹ

̓ ᶤ› ⁯ˢ1/3ˣʺ ᾉˢ 1/3 ˣʺ◕Ỹ ˢ 1/3 ˣ

◓Ӿοכ ᶨ ⱧỘˢТϮЬз˔ʾЂЪ˔ЕʾЈрЌ˔ⱧỘˣχᵵכ◦

̓ ᴣ
˲ṁ ⱧỘ˳ᵓԌ 100˙299 2,000 ˢᵓԌד τᴂαο ᵬ τ ˣʺ ᴥ▄ʿ1,800☼ם ד
˲ ⱪʾừẍ ᴂếᴟⱧỘ˳ ΤϤ χ Ὧ ˙59Ὧ 1,800 ˢד Ὧ τᴂαο ᵬ τ ˣ
˲ ΤϤ︣ ᴥχθϛχ︡ ᴥ▄˳ ằᵓԌ Υ19 ӟᴞπ2 ӟ ᴥχ › 500 ˢד ằᵓԌχ ᴥ τᴂαο ᵬ τ ˣ
˲ᵫ Ὂ ˳ᵠ 4,000 ד Ỳẉό סּ ˢᵫ Ὦ ˣ 600 ד
˲ ͎ ṛ˳ʾ◓ςϜχ ΤϤ χⱧ ›δτνΜοʺᵰ ₉ σᴪ τ ΰοם☼ΰθ ›τᴥ▄Ϭ“Ξʻ

ʾ◦ ᴥ▄τνΜοʺ ◙ ◕ӟᵰχ◕Ỹ τ Ϭᶈ βϥʻ

Ӣ ᵓԌˢ Ϊϥ ˣ
͓͑

ТϮЬз˔ʾЂЪ˔ЕʾЈрЌ˔
ˤ כ῀ ˥

ϯЖНϱЃ˔

ằᵓԌˢ Τϥ ˣ
͍͏

כ χ ΰ Ϧ כ χ

ЫАЎрϽ

̞ ᵓԌ ͐

Ἰ
Ӧ Ἰ

ᾕ ▄ 1,304ᴑדχ ̠ ͎ ▄ӛ 1,453ᴑדχ
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ṕểṖ ḱ
ḱ ךּ ḭ ḱ אל

ṇ ךּףּ צּ ︣ Ḯ

ṕỄṖ
ךּ ḭ פּ ḭפּ

︣
︣ ︣ Ḯ

ṕễṖ ṕ Ṗ
ḱ ךּ ḭ צּ

︡ḭ ︣ Ḯ

ểḰ

Ḳ ṕ ḮṖ
Ḳ ểṊễṕ ểṊễḭ ểṊễṖ

Ṯ Ễ ṕ Ṗṕ ểּפ Ṗṯ
Ḳ5,007,000

Ḳ522,000 Ṍ 41,001,000 ṕẑṖ

Ḳ 5,400,000

Ḳ 3,634,000

ẑ צּ 4,000 נּ

0

1000

2000

3000

4000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

503 556 620 698 803 896 985 1087
523 504 553 573 599 619 637 663
457 487 532 563

819
1046

1255
1485

1
3 5

8
11

9
7

ṕ Ṗ

ṕּפ Ṗ

440,517 

449,415 

498,264 

524,688 

585,276 

886,263 

1,002,925 

1,109,432 

ẑ 27 ḭṡ Ṣ ṡ Ṣ
ẑ 28 פּ ḭṡ Ṣḭṡ Ṣḭṡ Ṣ
ẑ 30 ṇ

ṕ Ṗ

2,886 פּ

ỄḰ פּ

צּ צּ ḭ ḱ ךּףּ ḭ ︣ כֿ ḭ ︡
צּ קּ Ḯ

Ṯ ṯ

Ṯ ṯ Ṯ ṯ

ễḰ

ṕểṖ ṕỄṖ

39.6%

36.4%

10.6%

9.5%
3.9%

診療所 病院

保育所 単独施設

その他

6.3%
8.6%

63.6%

7.4%

14.1%

ṕễṖ

73.1%
25.5%

1.2% 0.2%

保育所

認定こども園

小規模保育事業所

その他

1,304 ẓ Ễ 1,453
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פּ ךּ
︢ ḭ ḭ
ḭ︡ ḱ ︣
Ḯ

︣ ḱ

ḱ

Ẇ

Ẇỏỡ

ḱ
ṇ

Ẇ ṇ

ḱ
ṇ ṕ2020

ṕ100ṾṖṖ

Ẇ ḭ

Ẇ ḱ
ḱ ṕ189Ṗ

︣ צּ ḱ
ḭלּ Ḯלּ

ḱ

Ẇ

ḱ2022 2000
ḱ2022 800

ḱ ︣
ḱ פּ לּ

ḱ ṕ פ193ּ ṕ91.1 ṾṖṖ ṕ
פ105ּ ṕ50ṾṖṖ 2022 Ệ 1 פּ

ṕ100ṾṖ

Ẇ
ḱ ṕ Ṗ
ḱ ḱ ︣ ḭ ḭ

Ẇ וֹףּ
ḱ ṕ וֹףּ

Ṗ ṕ2022
ṕ100 ṾṖṖ

︣
ḭ Ṅ ︢
︡ḭ וֹ Ḯ

Ẇ
ḱ

Ẇ
ḱ ṕ ḱ
︣ Ṗ
ṕ ךּ ḭ

2026 ṕễ
2024 Ṗ

75Ṿ ḭ
2029 50Ṿ Ṗ
ḱ ︡
ḱ פּ

ṕ
Ṗ

Ẇ
ḱ

ṕ Ṗבֿ
ḱ ︡

【課題】

【現状】
30 159,838 ḭ ︡ Ḯ ṕ 29 65 Ṗ ︢ ךּ︡ Ḯ

【主な対策・取組】 β今回の法改正事項は下線部分
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ᾍ Ѓ ў ͪ ᶫ
͜ ► Ѓ Ḹ В
ў ʤ ᾍꜘ
⁸ ͪ Ѓ ᾍ ᷂ḢӲ ̝
͜ ˛ ☻Ҋѝ ̱̑Ѱ ӓ
Ή˲ Ḹ ў ͪ ͜ ḸВ ᷀ ӓ ⱳ

市町村
学校・教育委員会

民生・児童委員

保育所・幼稚園

警 察

医療機関

弁護士会

児童相談所
民間団体

保健機関

要保護児童対策調整機関

・支援内容が重複する場合等に優先して対応すべき支援機関を選定
・支援機関ごとに支援内容の進行等を管理 等

︣ קּ

※平成27、28年度：４月１日時点 平成29年度：４月1日時点（設置している市町村数、登録ケース数）、2月調査時点（調整機関職員数）
【出典】平成27,28年度：厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課調べ、平成29年度：厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課調べ

児童館

平成27年度 平成28年度 平成29年度

設置している市町村数（※） 1,726（99.1%） 1,727（99.2%） 1,735（99.7%）

登録ケース数（うち児童虐待） 191,806（92,140） 219,004（97,428） 260,018（101,807）

調
整
機
関

職
員
数

① 児童福祉司と同様の専門資格を有する職員 1,800 1,663 1,944

② その他専門資格を有する職員 3,873 3,403 3,564

③ ①②以外の職員（事務職等） 3,647 2,967 2,727

④ 合計 9,320 8,033 8,235
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Ʀ ṶȪȢȾɱȷǵ șὕ ǞƲ189ǲǒǘǭǒȐЃ ǲ ǓǫǱǓȒȅǮǵ₳᷈ Ǔ 70 ǒȐ 30 ǿ
Ƴ ȉ ᵎѼ ₳ 28₴ ̊Ѽ ǯ ǞǭׄʣƳ
Ħ₳ 27₴ ₳ 28₴ ȅǮǵ₳᷈ 11.4 Ł ₳ 28₴ ₳ 30₴ ǵ₳᷈ 19.9

Ѓ ♅ᾍꜘȾȢɢɩ ǲǫǋǭ

₳ 28₴ ǵ Кὦ

Ʀ ͬ ǵѫ͛ׄרʣșᶫȒǦȈƲ ͛ ֵ ǵЊҘǓⱳ Ǳ ₑ ǒȐǵ ͬǲǫǋǭƲȱɶɩȹɱȽɶ ╛șᾚЊ
ǞƲ ṶȪȢȾɱȷǲ̈ȖȑȨɘɪɶȽɶǓᾍꜘǠȒ˿ Ȇș ỒƳ

₳ 30₴ ǵ Кὦ

Ʀ ₳ 21₴10 Ѓ ♅ǵ ȋἧף ǭǲ ǠȒ Ȇ Ǳǰǲ₦ⅎǖᾍꜘǠȒǦȈǵЋᶮВ ǵ ֵ10 (0570-
064- 000)Ǯ Ồ

Ʀ ₳ 27₴ ♅ș֞ǘǦǯדȖȓȒἧǰȉș ǫǘǦ ȋἧ ǭǲ Țǧ ǱǰǲƲǦȈȐȖǡǲЃ ǲ
ɵף ǮǔȒȏǍƲ ǏȋǠǋ ֵ ǋǨɵǶȋɵǖ ǲǞƲⅎǖʝ ǲק Ƴ ǦǱ

ֵǯǞǭǶ15₴ ȑƳ
Ʀ ₳ 28₴ Ѓ ǲǫǱǓȒ ș ǠȒǦȈƲȪȢȾɱȷǵ șẎ₦ǲ 70 Ł 30
Ʀ ₳ 30₴ ͛ ֵ ǵЊҘǓⱳ Ǳ ₑ ǒȐǵ ͬǲǫǋǭƲȱɶɩȹɱȽɶ ╛șᾚЊ
Ʀ ̉ᴇϷ₴12 ӫѼ 30ѝǒȐѫ ǒȐǵ ș ӓƲЃ ᾐ ȾȢɢɩ 0570- 783- 189 Ǳȋ

ȆɵǋǨɵǶȋɵǖ ș

Ѓ ♅ᾍꜘȾȢɢɩǵ

Ū Ѓ ♅ᾍꜘȾȢɢɩǵ ǵ ӓ
ɵǚȓȅǮ ǮǉǪǦ ș ӓ

ū Ѓ ᾐ ȾȢɢɩǵ
ɵ Ǧǲ ᾐ ȾȢɢɩș ǞƲѫ ǵ
ѫ͛רǵׄʣșᶫȒƳ

̉ᴇϷ₴12 ǵ Кὦ

♄▬ꜘꜟ ♄▬ꜘꜟ
₈ ₉ ₈ ₉

ↄה╛│ה∟™

♄▬ꜘꜟ
₈ ₉
ↄĦ01ה╛│ה∟™ה╖╛⌂⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ӫѼ 30ѝǒȐὕ 37



ɵ ₴ǲ ǞǦЃ ♅ǵ˗ ǲǑǋǭƲ ᾱǞǦ ǵ ̱ ǲǑǘȒ╠ǔ ǕȋƲЃ ǯ⁸ ǵ ḸВ Ǔ
ʥӦѝǮǉǪǦǚǯǓ ǯǞǭ ǙȐȓǭǋȒƳ

ɵ ǚǵǦȈƲ ᾱǞǦ ǲ ̱ Ǯ ǲ ḸВ ș ǍǯǯȉǲƲЃ ǯ⁸ ǲǑǋǭẋ ɵ̜ ȉדȈƲ
₡ ǲ Ǳ ḸВ ș ǍǚǯǓǮǔȒ˿ ȆǓⱳ ǯǱȒǦȈƲ ḸȵȷɄɞǵ ș ȈȒƳ

Ẇ Ễ ṕ ︣ Ṗ

К ὦ

˗ Ȣɟɶȶ

ɵ

Ʀ Ћᶮ ʝǵȵȷɄɞ ̉ᴇ ₴↓˔ 7.8ϤЛ Ћ ᶮ

Ʀ ̱ǲǑǘȒȵȷɄɞ ʹ ǵ Ҟ ̉ᴇ ₴↓˔ 183ϤЛǵК Ѓ ♅ɵDVᾍ ֻ ˗

ǀ ҞḨ ǁ ̱►Ǧȑ40,000ӧЛ ʣ ǀ Ҟ ǁ ᶮ 1/2Ʋ ↑ Ʋ⁸Ӣ 1/2

Ħ ȵȷɄɞǵᾚЊɵ ʹ ǵȂǒƲ ᶅǵ ȋɅɶȽǵ֝ȑ Ȇǲ ǠȒ ȉ Ҟᾍ ǯǱȒƳ

⁸Ӣ
Ѓ

↑
⁸Ӣ

Ԍ ҥϐ

ḸВ ȵȷɄɞ

Ħ ֺ ̱ǲǑǋǭƲ ḸВ ȵȷɄɞșЛ ǲѫ ǮǔȒȏǍƲ
᷀Ʋ ҵǲ̓ ǞǭǋȒȵȷɄɞǵ ʹ șὕ

ǀ ǁ

Ћᶮ ʝǵȵȷɄɞǵ

↑ ɵ⁸ Ǔ
ȯɶȷ șВ
₡ ǲ ḸВ
ș ǍǚǯǓ֯

⁸Ӣ
Ѓ

↑
⁸Ӣ

ǀ ǁ

ᾱǞǦḹֻƲ
ȯɶȷ șВ

ᾱϼǵ ̱
ǲǑǘȒ Ǳ
ᾍꜘǓ֯

ɵȯɶȷ ǵ ḸВ ǵǦȈǲ
ֺ ↑ Ǔѫ ǠȒЋᶮ ʝ
ǵȵȷɄɞș

Ħ KFV@M- ASP LGWAN ̱ș ˛ǲ ǠȒ ᾐ ǵɋɁɆɭɶȭ ș˺ǞǭƲ
̱ ᴣǲֺ ˗ҵȳɶɑȷș ͑ǠȒ˿ Ȇ ș
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שּ

פּ ḭ
ḱ וֹ

ɵⅎḸǵ̔ Ʋ ̝ȋ ̝ǵ σ
ǲȏȒѰ↓ǵ ֗ᵃ

ɵ Ѽ ʹƲ ʹǵὕ
ɵỖ ♥ȋ Ỗ ǿǵɆɪɶɉɱȮǵ
ὕ

ɵἧǰȉǯ ǯǵɜɁȿɱȮ
ɵ ǵ̸

ɵỖ ♥ǵ ὤ↨ǿǵ ᵂ Ʋẋ ɵ̜
Ħ

ɵὑ Ǳ ˛˧ ǵḹș ǘƲ Ḹ˧ șᶫȒ

Ỗ ♥
ɵ˧

ɵЃ Њ 1,355ϤЛǵК Ϲ ɵЃ ♅ɵDVᾍ ֻ ˗ 183ϤЛǵК Ϲ
ɵ Ѱ↓ ⅎḸᵃ ˗ 81 ʠЛ Ϲ ɵ Ӌ ɓȧȷȽɨɱȮ ᴣ ʹ˗ 33 ʠЛ
ɵ ἧ ǉǪǢȚ ᴣ ʹ˗ 20 ʠЛ ɵ ̝ ї ɋɁɆɭɶȭ◐ ˗ ̌ 12 ʠЛ ҍ

ɵ ǵɨȭɩɶɆ֗ǺȠȹȷɟɱɆƲ Ѽɵ ♥֗ǺỖ ♥ǲǑǘȒ ǲ
ᾍǠȒ ʹƲἧǰȉǯ ὤ↨ǵɜɁȿɱȮƲ ǿǵ ǲ ȒȅǮǵʝ
ǞǦ ǲ ǠȒ ɵ ș ֻ ǲὕ ǠȒ˗ ǲ ǠȒ ș
ҞƳ

ɵ ὤ↨ǲᾍǞƲʝ ǲἧǰȉș ǒȒȳɶɑȷǵѫ ǲȏȒ ȋἧǰ
ȉș ǠȒǦȈǲⱳ Ǳ ș ҞƳ

ϹКὦ
ɵ ɓȧȷȽɨɱȮ Ǔ24 ǵ ̱Ѱ֗Ǻ ל ǲ ὤ↨ǿǒǘǫǘȐȓȒ

ᾍꜘ̱Ѱșל ρǠȒǦȈǵ ș ҞƳ

ɵ Ỗ Ѽǵ˧ ǲǫǋǭƲʝ ȋ ǿ ᵂ
ǠȒǦȈǵ ș ҞƳ

ɵ ˲ ̊ ǵ ►ǵ Ϲ ὤ↨ǿǵ ǵϹὕ
șᶫȒƳ Ħ ʝ ȋ˧ ș Ҟ

Ħ 24 ̱Ѱǲ Ϲ

Ħ

ɵ ἧ ǉǪǢȚ ǲᾍǞǭƲ ʹ֞
Ʋ ʢ ͔֞ᾃ șҞ ǠȒǯǯȉǲƲ
₁ ǵ ǲׄǘǦ ̱Ѱǵ

ǲׄǘǦɠɅɩ˗ șὕ ǠȒƳ

ϹКὦ
ɵ ₴ ǵ ǋ ἧǯǤǵ ǿǵ ̱Ѱș ǠȒɠɅɩ˗
ǵὕ Ƴ

ɵ ἧ ǉǪǢȚ ǵ ᴣǵ ׄʣșᶫȒǦȈǵɠɅɩ˗
șὕ Ƴ

ɵ ₁ ǵ ǵ ǱȒ ǵὕ Ƴ

ɵ ǿǵỖ ȋƲЃ ǿǵЊ ș֞ǘǭǋǦ ǲǫǋǭƲⱳ ǲꜘǟǭ ├ ǵḹֻǶ
Ѯ ♥ȉԍѸ ǵ₴↓ ȅǮǵ Ʋ╠ǔ ǔ ὤ↨ȋ ǲᾱ̮Ǟǭⱳ Ǳ ș ͑ǠȒ˗ ǲ ǠȒ ș ҞƳ

ɵ ǲǑǘȒ ̱Ѱǵ▌ӓǱǰἧǰȉǵ ǲׄǘǦ ɵӋ Ǳ ̱Ѱș ǠȒƳ

ϹКὦ

ɵ Ѓ ǵ Ǔ ǲ ȅȓȒḹș₡ ǠȒḹֻǲⱳ ǯǱȒ ș ҞƳ

ɵ Ѓ ǲƲ ἶɵᾦ ǵ ȋ ♥ǵȠɓȽɶȯȠș Ǎ ᴣș ǞƲ Ѽ♥ǵ ǲׄǘǦ ǵ
ϹὕșᶫȒƳ

ɵ Ѓ ɵˎЃ ǵᾛ ǒǫ᷂Ḣѝ ӓƲ
ᴣ Ḩ ǵ▌ӓșדȇ ӓ֗Ǻὤ↨ ǿǵ

Ǳǰǵ ̝ ǵ ǒǫ▌Ҙǲ ǠȒƳ
ϹКὦ

ɵ Ѽɵ ♥ ἧ ˗ ǲǫǋǭƲ ὑếỷ ș֞ǘЊȓǦḹֻǵ
ǵ Ҟȋᾱḹ Ǭǖȑǲ͜Ȓ Ε ș ҞƳ

ɵ КǲǑǘȒר ҘǿǵᾍꜘȋƲẆᶮ˲ǵἧǰȉǿǵᾍꜘƲẋҽ
ҵǲᾍꜘǠȒǦȈǵ Ҟ ș ǠȒǦȈǵ ș ҞƳ

ɵ Ỗ ǵ ș ǲ ǪǭǋȒǱǰʝὑǵ ̏ș ǦǠ ǲ
ǫǋǭƲᾛ ǒǫ᷂Ḣѝ ӓǜȓǦ Ӵ̬ǵ ̱ѰșϹὕǠȒƳ
ἧǰȉ ᴣ Ł Ẏ
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④子どもの貧困、地域福祉等
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事業の概要

ᶩ ͪ ֞ ʫἧe ד ᶩ ʫₑἧ ᾍ ἶ ˗ ὕ
ֺ ̱ ᷂Ḣ ὕ ꜘ ҍ ›ẑ ὕ ᷂Ḣ ᷂Ḣ ἶ ᴣ

ṑ ᵎ Ҟ ᾦҥ ᾍ Ḹ ͑ Ҟ ͜
қ ἧ ἶ ˗ ▌ӓ

ü将来の自立に向けた包括的な支援 ： 単に勉強を教えるだけではなく、居場所づくり、日常生活の支援、親への養育支援などを通じて、子どもの将来
の自立に向けたきめ細かで包括的な支援を行う。

ü世帯全体への支援 ： 子どもの学習・生活支援事業を入口として、必要に応じて自立相談支援事業等と連携することで世帯全体への支援を行う。

支援のイメージ

＜子どもの課題とその対応＞

ἧ ἶ ἧ ˲ ʫₑ ֙
ἧ ᾓ ♥ ᶩ

・日々の学習習慣の習慣づけ、授業等の
フォローアップ

・高校進学支援
・高校中退防止（定期面談等に
よる細やかなフォロー等） 等

学習支援
（高校中退防止の取組を含む）

・学校・家庭以外の居場所づくり
・生活習慣の形成・改善支援
・小学生等の家庭に対する巡回支援の

強化等親への養育支援を通じた家庭
全体への支援 等

生活習慣・育成環境の改善

高校生世代等に対する以下の支援を強化
・進路を考えるきっかけづくりに資する

情報提供
・関係機関との連携による、多様な

進路の選択に向けた助言 等

教育及び就労（進路選択等）に関する支援

子どもの学習・生活支援事業

・高校進学のための学習希望
・勉強、高校卒業、就労等の意義を感じられない

学習面
・家庭に居場所がない
・生活習慣や社会性が身についていない

・子どもとの関わりが少ない
・子育てに対する関心の薄さ

上記課題に対し、総合的に対応

生活困窮世帯の子ども等を取り巻く主な課題

生活面 親の養育

子どもの学習・生活支援事業について
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緊急に衣食住の
確保が必要な者

貧困の連鎖
の防止

ʝ ˗
̮ᾱᵞẕ ᾍ ʝὑ ̮ ₡ ⱳ ͑

ѫ ᾱ̮ ᶩ ᾍ ʝὑ ᵂ
ὃ

なお一般就労が困難な者

≥╙

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
（β

）

⌂

ὑ ʴⱲ
̊Ẇ

家計から生活
再建を考える者

͜ ̀Ѱ↓
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柔軟な働き方を
必要とする者

就労に向けた準
備が一定程度
整っている者

ễṊỆ
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ểṊỄ

ễṊỆ

生活困窮者自立支援制度の概要
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必要な者

ỄṊễ
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基本理念、関係者それぞれの責務、自殺対策を実施するための基本となる事項等を規定
（平成18年６月制定（議員立法）平成18年10月28日施行、平成28年３月改正（議員立法）平成28年４月１日施行）

自殺対策の推進の枠組み

自殺対策基本法

○基本理念：｢誰も追い込まれることのない社会の実現を目指す｣

○自殺総合対策の基本方針、当面の重点施策を定める。

○自殺対策の数値目標：平成38年までに自殺死亡率を平成27年に比べ30％以上減少（平成27年18.5→13.0以下）
※大綱はおおむね5年を目途に見直し

自殺総合対策大綱（平成29年7月閣議決定）

○自殺対策のとりまとめ

○自殺に関するデータ集計、公表

○自殺防止に関する普及・啓発
（相談窓口の周知、自殺予防週間・自殺対策強化月間における広報）

厚生労働省

○自殺対策計画の策定及び施策の実施・推進
・地域の実情の把握及び分析

・関係部局の協力及び連携

・地域の多様な関係者の連携・協力の確保
及び調整

・自殺防止に関する普及・啓発

○地域自殺対策推進センターの設置
（都道府県・指定都市）

地方公共団体

所管する分野におけ

る自殺対策の推進

関係府省庁

○情報収集、調査、研究及び分析

○地方自治体への自殺に関する
助言等

自殺総合対策推進センター

大綱に基づき施策を推進

支援
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⑤男女共同参画、女性支援

49



第
１
部

基
本
的
な
方
針

① 男女が自らの意思に
基づき、個性と能力を十
分に発揮できる、多様性
に富んだ豊かで活力あ
る社会

② 男女の人権が尊
重され、尊厳を持っ
て個人が生きること
のできる社会

③ 男性中心型労
働慣行(注)等の変革等
を通じ、仕事と生活の
調和が図られ、男女が
共に充実した職業生
活その他の社会生活
及び家庭生活を送るこ
とができる社会

④ 男女共同参画を我が
国における最重要課題
として位置づけ、国際的
な評価を得られる社会

ᵑ ─ ─√╘⌐╙ ─ ⅝ ה ╠⇔
─ ⇔⅜ ⅛∑⌂™↓≤⅛╠⁸

( ) ╩ ⇔⁸ №╠╝╢
⌐⅔↑╢ ╩

ᵒ №╠╝╢ ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ↑√⁸
─ ⌂ ╛ⱳ☺♥▫Ⱪה▪◒

◦ꜛfi─ ⌐╟╢ ה ─ ⁸ ⅎ
≡ ┼ ⇔≡™ↄ ─ ╩ ↄ∆
╢√╘─ ─

ᵓ ⌂ ⌐ ⅛╣≡™╢ ─ ⌐ ∂√⅝
╘ ⅛⌂ ⌐╟╢ ⅜ ⇔≡ ╠∑╢√╘
─

ᵔ ─ ≤ ╩ ╕ⅎ⁸
─ ⅛╠─ ה ╩►ⱡ►Ɫה ⌐

ᵕ ⌐ ∆╢ ─ ─ ⌐ ⇔≈≈⁸
⌐ ∆╢ ─ ⌐ ↑√ ╩

ᵖ ⌂ ה ─ ⌐ ╘╢≤≤╙⌐⁸
┼─ ⌂ ⁸ ⅜ ─ ┘

─

ᵗ ─ ╩ ╕ⅎ√ ⌂ ⅜ ↕╣
╢√╘─ ⌐⅔↑╢ ─

≢ ╘≡ ⇔≡™╢

第４次男女共同参画基本計画（概要） ①

（注） 勤続年数を重視しがちな年功的な処遇の下、 長時間勤務や転勤が
当然とされている男性中心の働き方等を前提とする労働慣行。

⌐ ≠⅝⁸ ─ ⅛≈ ╩ ╢√╘⁸ ╕≢─₈ ⌂
ⅎ ₉ ┘⌐ ╕≢╩ ⇔√₈ ─ ₉ ┘₈ ⌂ ₉╩ ╘╢╙─⁹

∆═⅝

〔平成27年12月25日閣議決定〕
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② 政策・方針決定過程への女性
の参画拡大

③ 雇用等における男女共同参画
の推進と仕事と生活の調和

④ 地域・農山漁村、環境分野に
おける男女共同参画の推進

⑤ 科学技術・学術における男女
共同参画の推進

⑩ 教育・メディア等を通じた意識
改革、理解の促進

⑨ 男女共同参画の視点に立った
各種制度等の整備

⑪ 男女共同参画の視点に立った
防災・復興体制の確立

⑫ 男女共同参画に関する国際的
な協調及び貢献

⑦ 女性に対するあらゆる暴力の
根絶

⑥ 生涯を通じた女性の健康支援

・ 「30％」達成に向け、さらに踏み込んだポジティブ・アクションの推進
・ 政治・司法・行政・経済分野における女性の参画拡大
・ 各分野（地域、農山漁村、科学技術・学術、医療、教育、メディア、防災・復興、国際）における女性の参画拡大

・ М字カーブ問題解消等に向けたワーク・ライフ・バランス等の実現
・ 均等な機会・待遇の確保対策の推進（マタハラ等の根絶含む)、ポジティブ・アクションの推進等による男女間格差の是正
・ 非正規の処遇改善、再就職・起業支援等

・ 国内本部機構の強化、男女共同参画の視点を取り込んだ政策の企画立案及び実施（予算編成に向けた調査審議等）
・ 地方公共団体や民間団体等における取組の強化

・ 地域における女性の活躍推進に向けた環境の整備
・ 農山漁村における女性の参画拡大や女性が働きやすい環境の整備

・ 女性研究者・技術者が働き続けやすい研究環境の整備
・ 女子学生・生徒の理工系分野の選択促進及び理工系人材の育成

・ 国民的広がりを持った広報・啓発の展開
・ 男女共同参画等の教育・学習の充実等

・ 防災施策への男女共同参画の視点の導入
・ 東日本大震災からの復興施策への男女共同参画の視点の導入
・ 国際的な防災協力

・ 生涯を通じた健康支援、性差に応じた健康支援、妊娠・出産等に関する健康支援
・ 医療分野における女性の参画拡大

・ 予防と根絶のための基盤整備、配偶者等からの暴力、ストーカー事案、性犯罪、子どもに対する性的
な暴力、売買春、人身取引、メディアにおける性・暴力表現への対策

① 男性中心型労働慣行等の変革
と女性の活躍

・ 働き方等の改革（長時間労働削減・ＩＣＴ利活用など、家事・育児・介護等への参画に向けた環境整備）
・ 男女共同参画に関する男性の理解の促進、ポジティブ・アクションの推進による男女間格差の是正
・ 女性の活躍に影響を与える社会制度・慣行の見直し（税制、社会保障制度等）

⑧ 貧困、高齢、障害等により困難
を抱えた女性等が安心して暮ら
せる環境の整備

・ 働きたい人が働きやすい中立的な税制・社会保障制度・慣行、家族に関する法制等の検討
・ 育児・介護の支援基盤の整備

・ 貧困など生活上の困難に直面する女性等への支援（ひとり親家庭、子供・若者の自立）
・ 高齢者・障害者・外国人等が安心して暮らせる環境の整備

・ 女子差別撤廃条約等の国際的な規範、国際会議等における議論への対応
・ 男女共同参画に関する分野における国際的なリーダーシップの発揮

第
２
部

施
策
の
基
本
的
方
向
と
具
体
的
な
取
組

第４次男女共同参画基本計画（概要） ②

政策領域Ⅰ

あらゆる分
野における
女性の活躍

政策領域
Ⅱ

安全・安心
な暮らしの
実現

政策領域
Ⅲ

男女共同
参画社会
の実現に
向けた基盤
の整備

Ⅳ推進体制
の整備・強
化
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発 令

連 携

連 携

配偶者暴力相談支援センター

ủ │ ─
ủ ◌►fi☿ꜞfi◓
ủ ⌐⅔↑╢ ─
ủ
ủ ה ה ─כ♃ꜟ▼◦ ⌐≈™≡─

ה ה ≤─ ─⧵ה ─

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
す
者

（民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
・母
子
生
活
支
援
施
設

等
）

委 託

国 民

（医師等）

情報提供努力義務

ᵑ ⇔√ ⌐╟╢ ─

ᵒ │ ∆╢↓≤ ⅜≢⅝╢
─ ╩ ∆╢╟℮ ╘╢

警 察

ủ ─
ủ ─
ủ ─√╘⌐ ⌂ ה

相 談

援 助

保 護

地

方

裁

判

所

保護命令の申立て

・被害者の配偶者からの身体 に対する暴力
・被害者の配偶者からの生命等 に対する脅迫

☿fi הכ♃ ┼─ ⅜ ⌂
™ ⁸ ╩

保護命令発令の通知

保護命令

○ 被害者への接近禁止命令
○ 子への接近禁止命令
○ 親族等への接近禁止命令
○ 電話等禁止命令
○ 退去命令－（２か月）

－（６か月）
民間団体

相 手 方
申立人の配偶者・元配偶者（事実婚を含む。）、生活 の本拠を共にする交際相手、元生活の本拠

を共にする交際相手

連 携

θ Ҙ ǵ ȿɡɶɆ

被 害 者

国や地方公共団体は・・・
○ 主務大臣（内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣、厚生労働大臣）による基本方針の策定
○ 都道府県・市町村による基本計画の策定（市町村については努力義務）

☿fi♃כ ┼─ │⁸☿fi♃כ┼─
⅜№∫√ ─╖

保護命令違反に対する罰則
─ │ ─

ủ
┼─ ⁸ ┼

─ ⁸ ─ ⁸
─

等

地裁の請求に基づく書面提出等

児童相談所
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性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターとは

〇目的：・被害直後からの総合的な支援を可能な限り一か所で提供

・被害者の心身の負担を軽減し、その健康の回復を図る

・警察への届出の促進・被害の潜在化防止

〇設置根拠：第４次男女共同参画基本計画、第３次犯罪被害者等基本計画

※設置数：４７都道府県

〇求められる核となる機能：・支援のコーディネート・相談

・産婦人科医療（救急医療・継続的な医療・証拠採取等）

〇運営主体：都道府県、公益社団法人、民間団体等

〇２４時間３６５日運営：２０都府県（令和元年８月）

○相談件数：３６，３９９件（平成30年度）
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婦人相談員
全国 １，５００人

・婦人相談所や
福祉事務所に
配置。

・ＤＶ等に係る相
談・情報提供
等を行う。

福祉事務所（もしくは市町村）
生活保護、母子生活支援施設入所
保育所入所、子育て短期支援事業
母子家庭等日常生活支援事業、
児童扶養手当の支給 等

被
害
女
性

自

立

婦人相談所 ４９か所
・各都道府県 １ヶ所（徳島県のみ３ヶ所）
・ＤＶ等に係る相談・カウンセリング・情報提供
を行う。

・婦人相談所は配偶者暴力相談支援センター
としても位置づけられている。

（配偶者暴力相談支援センターは、婦人相談
所も含め、全国２８７カ所設置）

一時保護所 ４７か所
・婦人相談所に併設 （各都道府県１ヶ所）
・ＤＶ被害等女性、同伴児童に係る短期間の
一時保護を行う。

・保護の期間は概ね２週間程度。
・適切な保護が見込まれる場合、民間シェル
ター、老人福祉施設、障害者支援施設等へ
一時保護委託。

・中長期的な支援が必要な場合、婦人保護施
設への入所措置決定を行う。

母子家庭等就業・自立支援センター：職業相談、就業支援講習会の開催、就業情報の提供等
ハローワーク：マザーズハローワーク等における子育て女性等への就職支援サービスの提供
児童相談所：心理的虐待等を受けた子どもへの心理的ケア、子育て相談等

連

携

・

協

力

他省庁等
関係機関

警 察

裁判所

公営住宅
窓口

等

民間シェルター等
（一時保護委託）

・保護の期間は概ね
２週間程度

婦人保護事業の概要

婦人保護事業
関連

婦人保護事業以
外の厚生労働省
所管事業

婦人保護施設
３９都道府県

４７か所

・ＤＶ被害女性等に係
る生活支援・心理的
ケア・自立支援を行
う。

・支援期間は中長期
で、概ね１ヶ月以
上。

母子生活支援施設
生活支援
子育て支援
心理的ケア
自立支援

（注）婦人相談員、婦人相談所及び婦人保護施設の数は平成３０年４月１日現在。配偶者暴力相談支援センターの数は平成３１年４月１日現在

○婦人保護事業関連施設と、ひとり親家庭の支援施策など婦人保護事業以外の厚生労働省所管事業を組み合わせて被害女性
の自立に向けた支援を実施。必要に応じ、関係省庁等とも連携して対応。

【支援対象】
・DV被害女性

・ストーカー被
害女性

・性暴力被害
女性

・人身取引被
害女性 等
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⑥障害児
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⑦健康、食育
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健康の増進に関する基本的な方向

健康日本２１（第二次）の概要

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（NCD（非感染性疾患）の予防）

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習慣
の改善及び社会環境の改善

・都道府県は、基本方針を勘案して、都道府県健康増進計画を定める。(健康増進法 第八条)

・市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、市町村健康増進計画を定める。(健康増進法 第八条)

・都道府県及び市町村は、独自に重要な課題を選択して、目標を設定し、定期的に評価及び改定を実施。(国民の健康
の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針)

厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な
推進を図るための基本的な方針を定めるものとす
る。

健康増進法 第７条

国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針
(健康日本21(第二次)) 厚生労働省告示第四百三十号
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健康増進事業について

健康増進法第１７条及び第１９条の２に基づき市町村が行う、①健康教育②健康相談③健康診査④訪問指導の事
業に対して、都道府県が補助する事業及び指定都市が行う上記事業の国庫補助を行う。
（補助金：負担割合【国１／３ 、都道府県 １／３、 市町村 １／３】【国１／３、政令指定都市 ２／３】）

種 類 等 内 容 種 類 等 内 容

健
康
教
育

個別健康
教育

○疾病の特性や個人の生活習慣を具体的に把握しな
がら、継続的に個別に健康教育を行う。
（高血圧個別健康教育、脂質異常症個別健康教育、
糖尿病個別健康教育、喫煙者個別健康教育）

健
康
診
査
等

保健指導
○動機付け支援
○積極的支援

歯周疾患
検診

○検診項目
・問診
・歯周組織検査

集団健康
教育

○健康教室、講演会等により、以下の健康教育を行う
（一般健康教育、歯周疾患健康教育、薬健康教育、慢
性閉塞性肺疾患（COPD）健康教育、病態別健康教育、
ロコモティブシンドローム（運動器症候群）健康教育）

骨粗鬆症
検診

○検診項目
・問診
・骨量測定

肝炎ウイ
ルス検診

○問診
○Ｃ型肝炎ウイルス検査

（ＨＣＶ抗体検査、ＨＣＶ核酸増幅検査（必要な者の
み））
○Ｂ型肝炎ウイルス検査

（ＨＢｓ抗原検査）

健
康
相
談

重点健康
相談

○幅広く相談できる窓口を開設し、以下の健康相談を
行う。
（高血圧・脂質異常症・糖尿病・歯周疾患・骨粗鬆症、
女性の健康・病態別（肥満、心臓病等））

総合健康
相談

○対象者の心身の健康に関する一般的事項に関す
る指導、助言を行う。

訪問指導

○生活習慣病の予防に関する指導
○家庭における機能訓練方法、住宅改造、福祉用具

の使用に関する指導
○家庭における療養方法等に関する指導 等

健
康
診
査
等

・健康診査
・訪問健康
診査
・介護家族
訪問健康
診査

○診査項目
・身長、体重及び腹囲の検査等
・既往歴の調査等（服薬歴・喫煙習慣の状況に係る調
査含む）
・血糖検査 ・尿検査 ・肝機能検査
・血圧測定 ・血中脂質検査
・理学的検査（視診、打聴診、腹部触診等） 等

総合的な
保健推進事業

○健康増進法第１９条の２に基づき市町村が実施す
る各検診等の一体的実施及び追加の健診項目に係
る企画・検討

注 ６５歳以上の者については、介護予防の観点から別事業を実施している。
平成１０年度より一般財源化されているがん検診についても、健康増進法に基づく健康増進事業として位置づけられている。

事業概要

令和２年度予算案 37億円
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（１）がん研究
（２）人材育成
（３）がん教育、普及啓発

「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。」
①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 ②患者本位のがん医療の実現 ③尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

第２ 分野別施策

第１ 全体目標

第３ がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

４．これらを支える基盤の整備

（１）がんの１次予防
（２）がんの早期発見、がん検
診

（２次予防）

（１）がんゲノム医療
（２）がんの手術療法、放射線療法、薬物療法、免疫療法
（３）チーム医療
（４）がんのリハビリテーション
（５）支持療法
（６）希少がん、難治性がん

（それぞれのがんの特性に応じた対策）
（７）小児がん、ＡＹＡ（※）世代のがん、高齢者のがん

(※)Adolescent and Young Adult：思春期と若年成人

（８）病理診断
（９）がん登録
（10）医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

（１）がんと診断された時からの緩和ケア
（２）相談支援、情報提供
（３）社会連携に基づくがん対策・がん患者支援
（４）がん患者等の就労を含めた社会的な問題
（５）ライフステージに応じたがん対策

３．がんとの共生２．がん医療の充実１．がん予防

１．関係者等の連携協力の更なる強化
２．都道府県による計画の策定
３．がん患者を含めた国民の努力
４．患者団体等との協力

５．必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化
６．目標の達成状況の把握
７．基本計画の見直し

ễ צּ ṕ 30 ễ ị Ṗṕ Ṗ
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国立がん研究センター国立成育医療研究センター

◎相談支援の向上に関する体制整備
（小児及びAYA世代のがん）
○情報提供（小児及びAYA世代のがん）
◎診断支援（放射線診断、病理診断等）
◎小児がんの登録体制の整備
◎人材育成（医師、看護師、心理士等）
◎小児がん拠点病院連絡協議会事務局

小児がん中央機関

◎情報提供（小児及びAYA世代のがん）
○小児がんの登録体制の整備

（院内がん登録実施支援）
○人材育成 （がん専門相談員

基礎研修、院内がん登録実務者）

小児がん拠点病院小児がん拠点病院

アドバイザリー・ボード

小児がん拠点病院連絡協議会

平成３０年７月整備指針

ᾛЃǓȚʴẔ ǯ ɵ ǵ

小児がん連携病院
（地域の小児がん診療）

小児がん連携病院
（長期フォローアップ）

小児がん連携病院
（特定のがん種等の診療）

地域ブロック協議会

66

小児がん連携病院
（地域の小児がん診療）

第8回 小児がん拠点病院の指定に関する検討会（平成31年２月７日） 資料２より抜粋・一部改変
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第３次食育推進基本計画

< > ʫ̈ ʴⱲ

< >ẉ ᾍꜘ

< >β∆ᾎᴁ ├̤

< > ⱦ ṑ

< > ӓ ׄ

①子供から高齢者まで、生涯を通じた取組を推進
②国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者、ボランティアなどが主体的かつ多様に連携・協働しながら取組を推進

➤若い世代自身が取り組む食育の推進、次世代に伝えつなげる食育の推進

➤様々な家族の状況や生活の多様化に対応し、子供や高齢者を含む全ての
国民が健全で充実した食生活を実現できるような食体験や共食の機会の提供

➤健康づくりや生活習慣病の予防のための減塩等及びメタボリックシンドロー
ム、

肥満・やせ、低栄養の予防などの推進

➤食の生産から消費までの食の循環の理解、食品ロスの削減等の推進

➤和食、郷土料理、伝統食材、食事の作法など伝統的な食文化への理解等の
推進

➊若い世代の食育の実践に関する改善、充実の必要性
➋世帯構造の変化
➌貧困の状況にある子供に対する支援の推進
➍新たな成長戦略における「健康寿命の延伸」のテーマ化

➎食品ロスの削減を目指した国民運動の開始
➏ 「和食」のユネスコ無形文化遺産への登録決定
➐市町村の食育推進計画作成率に関する課題

第２次食育推進基本計画（平成23年～27年）に基づく取組として、家庭、学校等、地域において食育を推進֝

Ẁӓ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

֝

Ḩ ǵ
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⑧教育
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ṕ Ṗ ṕ Ṗ ṕ Ṗ

0
200
400
600
800

1000

1989 1992 1997 2002 2007 2012 2017（年）

母子世帯 父子世帯

（千世帯）

○様々な課題を抱えつつ、地域から孤立し、
自ら相談の場にアクセスすることが困難な
家庭など支援が届きにくい家庭への対応

○児童虐待など、子供をめぐる状況が懸念

＜母子・父子世帯の推移＞

○核家族化、共働き家庭やひとり親家庭
の増加、地域のつながりの希薄化など、
家庭を取り巻く環境が変化

○子育ての悩み・不安を持つ家庭の増加

11,631

159,850

0

100,000

200,000

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 30

＜児童相談所での児童虐待相談対応件数＞

○家庭環境の多様化に伴い、地域全体で
家庭教育を支える仕組みづくりが必要

○学校における働き方改革の推進に伴い、
家庭と学校との連携の必要性が増加

◆ 中央教育審議会答申（H31.1.25）（抜粋）

「学校における働き方改革を進めるに当たっては、

（中略） 家庭の役割や責任を明確にしつつ具体的

な連携を強化し、学校における働き方改革により

増加することが見込まれる子供たちの学校外にお

ける時間を生かし充実したものとすることが重要」

（件）

（平成・・年）

Ẇ
Ẇ

◆教育基本法（平成18年法律第120号）（抄）
（家庭教育）

第10条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、
心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

２ 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策
を講ずるよう努めなければならない。

Ṅ

ṕ Ṗ ṕ Ṗ

ṕ Ṗ ṕ Ṗ ṕ Ṗ
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β平成28年4月の通話料無料化及び番号変更に伴い、本ポスターを
全国の学校等に配布

24時間子供ＳＯＳダイヤルについて

子供たちが全国どこからでも夜間・休日を含め
て24時間いじめ等の悩みを相談することができる
よう、全国統一ダイヤルを設置。

統一ダイヤルに電話をすれば、原則として電話
をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続
される。

（なやみいおう）

０ １ ２ ０ － ０ － ７ ８ ３ １ ０

平成19年２月～ 全都道府県及び指定都市教育
委員会で実施開始

平成28年４月～ 通話料無料化

電話番号

概要

経緯

相談員の人件費 ： 国で１／３負担
地方自治体で２／３負担

通 話 料 ： 国で全額負担

財政措置
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「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進（平成18年度～）

「早寝早起き朝ごはん」全国協議会

設立：平成１８年４月２４日
会員数：２９９企業・団体・個人（令和元年７月現在）

文部科学省
連携

関係府省及び官民連携による全国的な普及啓発の促進

平成２４年度より表彰制度を創設し、優れた実践の表彰、
更なる地域の取組の活性化を図る

地域全体で家庭の教育力を支える社会的機運の醸成

子供たちの健やかな成長のための基本的な生活習慣の確立

早寝早起きや朝ごはんを食べるといった基本的な生活習慣の乱れは、子供たちの学習意欲、体力、
気力にも大きな影響を及ぼす。
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⑨記録の収集、管理、情報の活用
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Ʀ ἧǰȉǵ ᶦ Child Death Review ̊ʤƼCDRƽǯǋǍƳ
ǶƲἧǰȉǓ ˥ǞǦ ǲƲ ǵ ȋᾐ ὤ ӣ Ʋ όƲ Ʋ ͜ ǓƲἧǰȉǵ
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ᾍ șᾚǔїǞ˔ ֯ Ǳἧǰȉǵ ˥ș ȐǠǚǯș ǯǠȒȉǵƳ

Ʀ ˹ Ʋ Ḩ ȋƲ ᶦ ǵ ș ȅǏƲʝ ǵ ↑ ǲǑǋǭƲὕ ̱Ѱǵ ρșɠ
Ʌɩ˗ ǯǞǭ ǲὕ ǞƲǤǵ șᶮǿɓȡɶɇɎɁȭǠȒǚǯǮƲ ₴♥ǵCDRǵѰ↓ӓǲׄǘǦ

ǯǠȒƳ

˗ Ȣɟɶȶ

ƞὕ ʺ̱ ↑ ЋᶮǮ ↓ș ὑ Ħʴ ș Ǎӣ ͜ᶧ̱ ӣ₉̝Ʋӣ ǿǵỖ ȉ֯

ƞ ҞӴ͔ 11,883ӧЛ ƞ Ҟ ᶮ10/10

ƞ˗ Кὦ

ƦCDR ͜ ̝ ӣ Ʋ Ʋ ό ǯἧǰȉǵ ˥ǲ ǠȒ ͒ ȋƲǚȓǲᾍǠȒḸףǱǰǵ
ș ǍǦȈƲ ͜ ǲȏȒ ̝ șὕ ǞƲɅɶȽǵ֛ șЛ ǲ Ǎ ṑș ǏȒƳ

ƦCDRɅɶȽ֛ ɵ ἧǰȉǵ ˥ǲ ǠȒ Ḹ ӣἶ ᶦƲ ̝ ԍᶦ ș ͜ ǒȐ֛ ǞƲ ӓǞǦɓȧɶ
ɜɁɆ ˥ Ԍҥ ˗ Ǯ̸ ʴ ǲ Ƴ

Ʀẉ Ỗᴣ̝ Ỗᴣ̝ ᶦșẉ ǲ ǠȒǦȈƲӣ Ʋ Ʋ ό ǵ ƵǱᾐ ȋ
ș Ȉǭ Ỗᴣ̝ș σǞƲ ș ӓǞǦɓȧɶɜɁɆ ˥ ǲ ǠȒƳǜȐǲƲ ↑
ǲᾍǞƲ șȉǯǲ˹♥ǵᾍꜘ ǱǰșȅǯȈǦ ș ǍƳ

ūCDRɅɶȽ֛ ɵ

ŪCDR ͜
̝

Ŭẉ Ỗᴣ̝
Ỗᴣ̝

ŭ ↑ ǿ

ǀ˗ ǵ ȓǁ

Ū CDR ͜ ̝ ǲȏȑƲ
͜ ǒȐǵɅɶȽ֛ ǵ ṑș
ǏȒƳ

ū ͜ ȏȑ֛ ǞǦɅɶȽǵ
ș ǍƳ

Ŭ ǜȓǦɅɶȽǲḨǬǔ ƵǱ
ș ǞƲ Ỗᴣ̝ș σƳ

ŭ Ǥǵ♥ƲȅǯȈȐȓǦ șȉ
ǯǲƲ Ỗᴣ̝ǒȐ ↑ ǲᾍǞƲ
˹♥ǵᾍꜘ ǱǰșȅǯȈǦ ș
ǍƳ

ἧǰȉǵ ᶦ Child Death Review ̱Ѱ ρɠɅɩ˗ ǀ ǁ ̉ᴇϷ₴↓˔ ̉ᴇ ₴↓˔
ʠЛ Ł ʠЛ

82



Ẇ ︣ ṕ 24 33 Ṗ ḭקּ ︡
Ẇ ṕ Ḳ Ṗּצ
Ẇ ︣ פּ 18 ḭ ṕ 26 Ệ Ṗ
ἲ ḭ ḭ ṕ 26 6 13 Ṗ

Ẋ ךּ

Ễ לּ

8. ︣
ḱ ḭ

7. ḭ
ṇ ṇ

ḱ ︣ ḭDNA

6. ḭ

ḱ ḭ ︣

5 . 
ḱ ︣ ḱ ḱ
ḱ ︡ ḱ פּ ︣ ḭ

︡

3. ︣ ḭ ḭ

ḱ ḭ ︣
ḱệ ḭ ︡ צּ ḱךּ

קּ ḭלּ

ể. ︣ ︡ לּ

ḱ וֹףּ ḱ ︡ḭ ḱ ḱ
ḱ ︣ ḱ פּ
ḱ נּ ︢

2. 
ḱ וֹףּ

וֹףּ .4
ḱ ḭ

Ẇ ḱ Ẇ ḭ Ẇ ḭנּ ︡

ễ

Ẇ Ẇאל ḱ

ḭצּ ︣ ︡ וֹ ḱכֿ לּ
ḱ ︡
ḱ פּ ︡ שּףּ
ἲ פּ

ể נּ
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ἅ

ḱ

ṇ

Ṅ שּ ḭ שּקּ
קּ ףּ ḭ ḭךּ צּ

︣ ṕṬ Ṗ
צּ ︡ ךּ פּךּ לּךּ טּצּ ḭ

︡ ḭ קּ ךּ ḭ
ḱ ︣ ךּ פּ

︣ Ḯ

נּ פּ ︣ ḭểỂ
︡ פּ ṇ ︡ ḭ ṕ Ṗ ḭ

ḱ ︣ ḭ ểễצּ ︣
Ḯלּ

ễể ḭ וֹףּ ︣ ṡ
Ṣ ︣ ḭ שּ︡ ḭוֹאל קּ

לּ ︣ ḭṡ Ṣ ︣ Ḯ

אל

נּ צּ פּ Ḯ ︡ ḭ שּ
︡ ḭ צּ אל ḭ פּ צּ אל Ḯ

25
ẆẆ

27
︣ ṕ Ṗ

ḱ

ṇ

ḱ
ḱ
ḱ
ḱ

ḱ

ḱ ṇ

ḱ ḭ

ḱ ṇ ḱ

ḱ ṇ 13 ︣

ḱ ḭ

ṇṕ 15 Ṗ

ṇ ṇṕ ṇṖ

ḱ וֹףּ

ṇṕ Ṗ

ḱ ḭ
ḱ

ḱ ṇ
ḱ ḭ
ḱ

ḱ
ḱ

ḱ ḱ ḭ
ḱ
ḱ ṕ Ṗ
ḱ

ḱ ṕ פֿ Ṗ
ḱ ṕ פֿ Ṗ
ḱ

ḱ 13ể

ḱ ḭ ḭ

ṇ ṇ

ṕ8 Ṗ ṕ12 Ṗ
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ḱ

ṇ ᴼ

V פּ ︣ ḭ נּ
ךּ ḭצּ ךּ צּ Ḯךּ

ḭֿכ ךּ Ḯ
V כֿ פּ ḭ ︡

צּ נּ שּךּ ︡ṕ ḭ
ṖḮ

V ḭ
︡ נּ ךּ Ḯ ︡ ḱ

TVḱ אל ḭצּ שּ Ḯךּ
שּ︡ פּ ךּ︣ צּ Ḯ

V אל ḭ קּ וֹ וֹ ḭ ︡
קּ לּ צּ Ḯ

V צּ ךּ קּ לּ
כֿ צּ בֿ ḭ Ḯלּ

אל

V ḭצּ קּ כֿלּ צּ

ṕ שּ︡ ︣ Ṗ
V ṡ Ṣ ḭ ḭ צּ

ךּ ︡ḭ ךּ נּ לּ

ṕ Ṗ

25
ẆẆ

︣ ṕ Ṗ

ṕּל ḭ Ṗ

ḱ ṇ
שּ

ךּ צּ ךּ

V קּ לּ
V נּ ṕ Ṗ

Q&A

ḱ פּ
שּ︣
נּ ḭ קּ לּ ḭ

קּ ḭוֹ וֹ ︣

ḱ

V

ḱ קּ ךּ
︡ ךּ

וֹ ḱ

︡

︡ ḭ
נּ ḭ פּ
שּ︣ נּ Q&A ︡ḭ Ḯ

ḭ ︢ḭ
קּ ךּ Ḯ

ḱ ︡ḭ Ḯ

V ḱ
ḱ ḱ
ḱ ṇ

V ︡פּ ḭ

ṕ Ṗ
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